
慶

応

期

小

豆

島

揆

の

特

質

一
、

は
じ
め
に

百
姓

一
湊

・
都
市
打
ち
こ
わ
し
は
、

慶
応
年
間
に
お
い
て
近
世
最

大
の
発
生
件
数
を
記
録
し
た
。
と
く
に
そ
れ
は
慶
応
二
年
に
集
中
し

、
幕
藩
領
主
階
級
を
し
て
深
刻
な
危
機
意
識
を
抱
か
せ
、

幕
藩
制
解

体
の
原
動
力
と
し
て
の
役
割
を
は
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
慶
応
二
年
の
全
国
的
な
階
級
問
争
の
一
翼
を
担

っ
た

も
の
と
し
て
、

同
年

一
一
月
に
は
じ
ま
る
美
作
津
出
藩
の
改
政

一
族

を
あ
げ
る
こ
と
も
ゆ
る
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
改
政

一
揆
の
一
環
と

し
て
、

同
年

一
二
月
か
ら
翌
三
年

一
月
に
か
け
て
同
藩
領
小
豆
島
に

展
開
し
た
の
が
小
豆
島

一
揆
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

物
価
暴
騰
を
直
接

的
契
機
と
し
、

美
作
本
領
に
お
け
る

一
淡

・
長
州
戦
争
な
ど
の
社
会

的
政
治
的
混
乱
の
影
響
を
う
け
、

文
久
元
年
以
降
の
津
山
藩
の
収
奪

強
化
政
策
―
新
規
運
上
取
立

・
年
貢

一
割
増
徴
な
ど
を
基
本
的
原
因

慶
応
期
小
豆
島
一
浜
の
一
特
質

大

石

と
し
て
勃
発
し
た
強
訴

・
打
ち
こ
わ
し
を
も

っ
て
す
る
闘
争
で
あ

っ

た
。小

稿
は
、

改
政

一
揆
の
総
体
的
把
握
の
た
め
の
前
提
的
作
業
の

一

部
と
し
て
、

こ
の
小
豆
島

一
揆
に
つ
い
て
問
争
の
経
過
を
の
べ
、

そ

の
歴
史
的
特
質
の
解
明
を
目
標
と
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、

そ
の
目

的
を
達
成
す
る
こ
と
は
、

力
量
的
に
も
史
料
的
に
も
今
の
私
に
は
で

き
な
い
。

そ
こ
で
課
題
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
限
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
．

そ
れ
は
ま
ず
、

け

っ
し
て
豊
富
と
は
い
え
な
い
諸
史
料
の
検
討
を
つ

う
じ
て
、　

一
族
の
対
象

・
主
体

・
要
求
な
ど
の
基
礎
的
諸
事
実
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
、

つ
い
で
強
訴
と
打
ち
こ
わ
し
の
関
連
、

お
よ
び

そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
に
つ
い
て
若
干
の
論
点
の
提
示
を
試
み
る
こ
と
、

で
あ
る
。

主
と
し
て
依
拠
し
た
史
料
は
つ
ぎ
の
四
点
で
あ
る
。

①

『
改
政

一
乱
記
』
巻

五

（津
山
市
郷
土
館
所
蔵
、

「改
政
」
と
略
記
）。

（∪

『
乱
妨
後

日

の
聞
書
』

（
土
庄
町

を
同
尾
寿
氏
苑
蔵
明
治
七
年
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愛
　
　
苑

（第
三
十
六
巻
第

一
中喜

写
本
、
「乱
妨
」
と
略
記
）。

③

『
日
書
井
申
渡
伺
書
』

（津
山
市
郷
土
館
所
蔵
、

ご

圭
こ

と
略
記
）
。

（
以
上
三
点
は
と
も
に

『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成
』

一
二
巻
―
以
下
『
集
成
』
と

略
記
―
に
所
収
さ
れ
て
お
り
、

引
用
は
す
べ
て
本
書
に
よ
っ
た
。

そ
の
場
合
の
引

用
注
記
は
、

史
料
名
と
本
書
の
当
該
頁
数
の
み
を
記
す
。

例
え
ば

「改
政
」
三
十

三
頁
、

の
よ
う
に
）
。

④

「
乱
妨
後

日

の
聞
書
」
（『
小
一豆
郡
誌
』所
収
、

「乱
妨
」
『郡
話
」
と
略
記
）
。

一
一　
小
豆
島

一
委

の
歴
史
的
前
提

公

）

一
揆

の

経

過

小
豆
島

一
揆
は
、

そ
の
闘
争
形
態

・
主
体

・
要
求
な
ど
の
差
異
か

ら
、

第

一
段
階
＝
強
訴
と
、

第
二
段
階
＝
打
ち
こ
わ
し
と
に
区
分
し

（
て

レ
え
る
ナ」
と
が
で
き
る
。

以
下
、

そ
の
事
実
経
過
を
概

観

し

よ

慶
応
二
年

一
二
月
二
一
日
頃
か
ら
西
部
六
郷
の
各
村
で
は
他
村
と

連
絡
を
と
り
あ
い
な
が
ら
、

村
の
社
な
ど
で
ひ
そ
か
に
寄
合
を
か
さ

ね
て
い
た
。

年
貢

一
割
増

・
新
規
運
上
の
取
立
な
ど
―
の
撤
回
を
要

鞠
持
侮
位
約
殻
戦
卵
轍
撤
境
弾
！卿
け
相
生
鮨
牢
侮
悔
車
」
妹
御
は
蝶

外
の
農
民
は
、

赤
穂
屋
村
定
吉
毛
に
あ
つ
ま
り
、

参
加
者
全
体
の
意

向
を
反
映
さ
せ
た
歎
願
書
を
作
成
し
た
。

同
時
に
、

惣
代
の
結
束
を

一田
め
る
べ
く
惣
代
議
定
を
取
替
わ
し
た
。

翌
二
九
相
に
は
大
庄
屋
所

に
お
も
む
き
歎
願
書
の
取
次
を
強
要
し
た
。

大
庄
屋
た
ち
は
そ
れ
を

相
ん
だ
が
結
局
押
切
ら
れ
、

歎
願
書
は
代
官
に
届
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。

そ
の
後
惣
代
た
ぢ
は

「
早
春
御
沙
汰
も
無
之
候
は
よ
、

正
月

択
日

一
日
立
合
御
催
促
」
す
る
こ
と
を
決
め
て
散
会
し
た
。

そ
の
当

日
は
肥
土
山
村
忠
五
郎
宅
に
集
ま
る
こ
と
に
な
り
、

そ
こ
で
改
め
て

一
〇
日
に

一‐催
促
」
す
る
こ
と
が
評
議
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が

翌
九

日
、

代
官
側
は
急
き
よ
惣
代
を
召
集
し
、

貧
民
数
米
九
〇
〇
俵
の
給

付
を
約
し
た
う
え
で
、

三
二
、

三
日
ま
で
に
は
沙
汰
す
る
か
ら

「夫

迄
下
方
取
押
え
相
待
可
申
」
と
命
じ
た
。
し
か
し
惣
代
た
ち
は
そ
の

技
米
を
大
庄
屋
所
に
預
け
て
し
ま
う
。

「
此
度
の
義
は
御
本
国
騒
し

く
ゆ
え
当
分
押
置
手
明
き
候
節
願
面
を
下
げ
、

右
中
さ
ば
御
召
取
に

可
被
成
」
と
い
う
代
官
側
の
魂
胆
を
見
抜

っ
て
い
た
か
ら
だ
と
も
い

わ
れ
る
。

惣
代
た
ち
は
こ
の
日
、

「
催
促
」
を
二
三
日
に
延
期
す
る

こ
と
を
確
認
し
て
帰
村
し
て
し
ま
つ
た
。

室
生
村
次
郎
吉

・
迎
地
村
長
兵
衛
ら
に
よ
っ
て
小
江
村
森
善
四
郎

打
ち
こ
わ
し
が
計
画
さ
れ
た
の
は
、　

一
月
八
日
夜
半
、

肥
土
山
村
忠

五
郎
宅
で
の
こ
と
で
あ
り
、　

一
〇
日
に
は
次
郎
吉
と
長
兵
衛
は
、

友

左
衛
門
宅
で
打
ち
こ
わ
し
参
加
を
呼
び
か
け
る
喜
状
を
作
成
し
た
．

翌
日
、

そ
の
書
状
を
伊
喜
末
村
多
兵
宿
宛
に
差
出
す
と
と
も
に
、

村

々
通
達
の
手
管
を
整
え
る
。　

一
方
、

打
ち
こ
わ
し
計
画
を
聞
き
つ
け

た
定
蔵

・
淵
崎
村
善
蔵
ら
は
、

そ
れ
を
未
然
に
阻
止
す

べ
く
奔

走

慶
応
期
小
豆
島

一
族
の
一
特
質

し
、

そ
の
結
果
、

次
郎
吉
ら
を
説
得
す
る
こ
と
に
も
成
功
し
た
。
と

こ
ろ
が
時
す
で
に
遅
く
、　

三
二
日
夕
、

小
海
郷
と
池
田
郷
の
ニ
ケ
所

か
ら
ほ
ぼ
同
時
に
蜂
起
の
火
の
手
は
あ
が

つ
た
。

小
海
勢
は
ま
ず
小
馬
越
村
周
辺
に
動
員
を
か
け
る
た
め
馬
越
峠
を

越
え
る
が
、
こ
の
地
域
は
事
前
に
定
蔵
ら
の
制
止
を
う
け
た
こ
と
も

あ

っ
て
、

期
待
ど
お
り
の
人
足
動
員
は
で
き
な
か
っ
た
。

反
転
し
て

滝
宮
村
天
玉
森
で
隊
列
を
整
え
た
の
ち
小
江
村
を
め
ざ
し
、

森
善
四

郎
に
攻
撃
を
か
け
た
が
、

そ
の
徹
底
的
な
破
壊
ぶ
り
は

一‐目
も
あ
て

ら
れ
ぬ
風
情
」
で
あ

っ
た
。

そ
こ
か
ら
海
岸
沿
に
南
下
す
る
途
中
、

「
其
方
共
歎
願
の
六
ケ
条
、　

一
々
聞
遣
し
候
間
、

早
々
相
鎮
ヶ
差
ひ

か
え
ょ
」
と
懸
命
に
叫
ぶ
代
官
の
制
止
を
は
ね
の
け
、

淵
崎

・
土
庄

両
一郷
に
な
だ
れ
こ
ん
だ
。

土
庄
村
で
は
同
村
か
ら
蜂
起
し
た

一
隊
と

も

一
時
的
に
合
流
し
、

打
ち
こ
わ
し
は
最
高
潮
に
達
し
た
。

そ
の
後

も
破
壊
力
を
減
退
さ
せ
る
こ
と
な
く
土
庄
郷

・
肥
土
山
郷

へ
突
き
す

す
む
が
、　

一
四
日
晩
、

馬
越
村
岡
上
銀
右
衛
問
を
最
後
に
打
ち
こ
わ

し
は
終
息
す
る
。

二
日
後
、

津
山
藩
は
鎮
圧
部
隊
を
島
に
派
遣
し
た
。

一！四
千
余
人
生

と
も

「
三
千
人
」
と
も
い
わ
れ
る
参
加
者
の
な
か
か
ら
、

惣
代
の
ほ

ぼ
全
員
と

「此
度
騒
動
の
頭
と
お
ぼ
し
き
者
、

且
は
人
道
宜
し
か
ず

者
都
合
百
余
人
が
逮
捕
さ
れ
、

「歎
願
徒
党
頭
」
「乱
妨
徒
党
頭
」
と

目
さ
れ
た
定
蔵
・次
郎
吉
ら
六
人
は
永
年
処
分
と
な
り
、

二
月
四
日
、

津
由
に
送
検
さ
れ
て
い
っ
た
。

打ちこわし展開図

― '生イテたヽ】作
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史
　
　
苑

（第
三
十
六
巻
第

一
号
》

（注
）

「改
政
」
。
「乱
妨
」
名
口
室
屋
・
「乱
妨
」
『
郡
誌
』
に
よ
る
。

※
　
引
用
文
に
つ
い
て
は
、

旧
字
は
新
字
に
、

変
体
仮
名
は
平
仮
名

に
あ
ら
た
め
、

返
り
点
は
省
略
し
た
。

（
二
）

小
豆
島
の
歴
史
的
位
置

任
」
で
は
小
豆
島
の
沿
革

・
地
勢

・
村
落
構
造
の

一
端
を
み
て
お

こ

う

。
天
保
九
年
、

近
世
初
頭
以
来
幕
領
の
地
に
あ

っ
た
小
豆
島
は
、

津

山
藩
領
と
幕
領
に
三
分
さ
れ
た
（

当
時
の
島
総
高
は
九
五
八

一
石
二

斗
五
升
八
合
で
あ
り
、

九
ケ
郷
に
分
か
れ
て
い
た
。

そ
の
う
ち
の
西

部
六
郷
三
三
ケ
村
、

総
村
高
五
九
八

一
石
五
斗
六
升
八
合
が
、

津
出

藩

平

松

氏

（家
門
＝
親
藩

・
文
化

高

年

以
降

一
〇
万
石
）

の
支

配

下

に

お
か

れ
た
の
で
あ
る
。

天
保

一
四
年
、

藩
は
淵
崎
村
に
陣
屋
を
設
置
し
、

各
郷

一
人
の
大
庄
屋
を
頂
点
と
す
る
郷
村
支
配
機
構
を
つ
う
じ
て
、

廃
藩
置
県
に
い
た
る
三
〇
数
年
間
こ
の
遠
隔
地
所
領
を
支
配
し
て
い

ノヽ

令
乱
妨
」
三
二
六
頁
）。

縦

卵
中
巾
中
一 対 的
中
期

葬

印
軽

翻

地
が
多
く
、

地
味
も
低
劣
で
あ
る
。
こ
う
し
た
地
勢
に
対
応
し
て
農

民
の
多
く
は
、

「海
岸
浦
辺
の
村
方
は
農
業
の
余
勢
を
以
て
塩
浜
井

魚
猟
を
稼
ぎ
、

又
山
添
の
村
々
は
山
林
の
交
木
を
伐
出
し
、

近
国
の

津
へ
積
送
り
、

其
売
代
を
以
て
賦
税
課
役
の
料
に
引
当
て
、

漸
く
窮

難
を
凌
ぎ
罷
有
侯
」
と
あ
る
よ
う
に
、

早
く
か
ら
換
金
作
物
栽
培
や

産
物
獲
得
を
農
間
余
業
と
し
て
い
た
。

島
の
主
要
農
産
物
の
産
額
に
も
こ
う
し
た
傾
向
は
あ
ら
わ
れ
て
い

る
。

表
１
は
明
治
五
年
池
田

・
中
山
両
村
の
数
値
で
あ
る
が
、

幕
末

か
ら

制
恥

一
二
、

三
年
の
間
に
島
の
農
業
構
造
に
大
き
な
変
動
は
な

い
の
で
、

幕
末
期
小
豆
島
の
実
勢
を
反
映
し
て
い
る
と

い
つ
て
よ

明治 5年 :池田 ・中山両村の主要農産物表 1
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い
。

砂
糖

・
塩

・
薪

・
業
種
な
ど
の
換
金
作
物

・
産
物
の
占
め
る
比

重
が
大
き
い
こ
と
が
わ
か
る
。

米
は
年
貢

・
飯
米
を
ま
か
な
う
こ
と

が
で
き
ず
、

農
民
は
麦

・
粟
な
だ
あ
雑
殻
と
薩
摩
芋
を
常
食
と
し
て

い
た
と
い
う
。

素
麺
業
も
慶
長
頃
あ
池
田
村
に
農
間
余
業
と
し
て
は

じ
ま
り
、

の
ち
全
島
、
こ
と
に
西
部
六
郷
に
お
い
て
家
内
工
業
の
広

汎
な
展
開
を
み
、

文
久
二
年
に
素
麺
問
屋
五
①
名
は
株
仲
間
を
結
成

す
る
に
い
た
つ
て
い
る
。

文
政
天
保
期
に
隆
盛
し
、

天
保
三
年
に
仲

間
を
組
織
し
た
警
油
業
、

宝
永
年
間
以
降
、

大
庄
屋
特
権
と
し
て
認

可
さ
れ
た
酒
造
業
と
と
も
に
、

豪
農
Ｈ
村
役
人
層
に
よ
っ
て
問
屋
制

勝
印
近
様
践
”
ヤ
湘
鞠
）準
れ
、

島
の
代
表
的
農
村
工
業
と
し
て
発
展

農
民
層
分
解
の
特
質
を
具
体
的
に
解
明
す
る
史
料
は
き
わ
め
て
乏

し
い
が
、

こ
の
よ
う
な
商
品
生
産
の
発
展
は
、

元
禄

・
享
保
頃
に
起

点
を
お
く
質
地
小
作
関
係
の
進
展
を
加
速
化
し
た
と
考
え
て
よ
く
、

農
民

辞
堆
層
は
幕
末
維
新
期
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
た
と

い
え
る
。

①
豪
農
＝
村
役
人
―
―
酒
造
業
の
独
占

・
高
引

・
給
米

・
諸
役
免

除
な
ど
の
特
権
や
用
水

・
林
野

・
漁
界
の
占
取
管
理
権
を
掌
握
す
る

大
庄
屋
な
ど
村
役
人
＝
高
持
上
層
。

諸
間
屋
、

廻
船
業
、

網
主
、

な

ど
。②

小
農
―
―
ほ
ぼ
農
業
生
産
の
み
で
再
生
産
を
維
持
し
う
る
高
持

中
層
。慶

応
期
小
豆
島

一
湊
の
一
特
質

③
貧
農
出
半
プ

ロ
ー
上
①
の
層
に
包
摂

・
支
配
き
れ
る
高
持
下
層

・
水
呑

（無
高

・
山
株
非
所
有
の
極
零
細
高
持
）。
問
屋
に
よ

る
前

貸
支
配
下
の
家
内
工
業
＝
直
接
生
産
者
、

賃
労
働

（
日
雇

。
年
季
奉

公
）、
小
商
人

（小
仲
買

，
小
売

・
行
商
）、
小
作
、

漁
人
、

な
ど
。

つ
ぎ
に
表
２
、

表
３
か
ら
農
民
層
分
解
と
村
落
構
造
と
の
特
質
の

一
端
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
表
２

・
３
の
比
較
か
ら
、

①
延
享
初
年
に
お
い
て

三
戸
平
均
持
高
が
延
宝
時
の
池
田
村
の
三

・
一
四
石
よ
り
多
い
の
は
、

小
江

・
黒
岩
の
ニ
ケ
村
の
み
で
あ
り
、

全
体
と
し
て
農
民
の
階
層
分
化
が
進
ん
で
い
る
。

こ
れ
は
小
江
村
の

漱賄物が軸嘩印昨許錬劾以増（時に彰ド禁説とっ中ついい晩承

フ
つ

０
一

つ
ぎ
に
表
２
に
つ
い
て
。

①
四
石
未
満
＝
六
〇
坪
以
下
の
層
が

一
群
を
な
し
て
い
る
。

全
戸

数
二
一
六
戸
の
約
六
三
％
に
あ
た
る

一
三
七
戸
で
あ
る
。

ま
た
持
高

・
屋
敷
面
積
の
一
戸
平
均

（
三

・
一
四
石
、

四
六
坪
余
）
に
及
ば
な

い
三
石
未
満
＝
四
〇
坪
以
下
層
が

一
〇
〇
戸

（約
四
六
％
）
あ
る
。

こ
の
一
〇
〇
！

十
三
七
戸
を
高
持
下
層

・
水
呑
層
と
み
な
し
た
い
。

実
態
と
し
て
は
幕
末
期
の
貧
農
＝
半
プ

ロ
の
そ
れ
に
近
中い
と

い
え

クヽ
。②

一
石
未
満
層
が
七
六
戸

（約
〓
一
五
％
）、
う
ち
四
〇
戸

（約
一

九
％
）
が
無
屋
敷
で
も
あ
り
最
下
層
に
属
し
、

そ
の
対
極
に
、

二
三
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令

中
芸
〓
遭
⑮
副

・
河
遭

・
メ
朝
鮮

慶
応
期
小
豆
島

一
浜
の

一
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質

に
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に
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表 2 延 宝 7年 ,池 田村階層構成

33 2 2 4 5 2 1

7  2 5 5 2 1 1 1 1

9 1 4 1 9 5 3

3  1 3 4 4 7 1 1 1 2

1  2 1 3 5 1  2 1 2

2    1 2 2 3 3

3 4 1 1 1 2    1

1      1      2      3  1

1               2       1

1   1                               1

持高

1 4 1  1 5 1

i    '   194

1抑 1働

05以 下

05～ 09

2～ 29

3～ 39

4～ 49

5～ 59

6～ 69

7‐- 7 9

8～ 8 9

り～ 9 9

10～109

11～119

12～129

13～139

15

54 4 9 15 31 23 21 7 13 8 9 7 2 5 2 2 2 1 1

ま(1/延主 7年 池田村校地帳』(池田町伐場所蔵)より作成

(2)当時の池□村は戸数216村 高(入作は除く)678438石,総屋敷両i☆(百姓所持分のみ)10,05齢子。
(3)‐戸平均…314石 ,46坪 余9
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石
余
＝
五
四
〇
坪
の
大
庄
屋
平
井
兵
左
衛
門
ら
村
役
人
層
が
位
置
し

て
い
る
。

表
３
に
つ
い
て
は
、

各
郷
村
の
水
呑
比
率

。
一
戸
平
均
高
反
別

・

反
当
り
石
高
を
基
準
と
す
る
相
対
比
較
か
ら
、

①
上
庄

・
肥
土
山

・
池
田

）
淵
崎
の
四
ケ
郷
は
反
当
り
石
高
が
多

く
、

土
庄

・
小
海
両
郷
に
比
較
し
て
相
対
的
に
上
田

・
上
畑
が
多
い

地
帯
で
あ
る
。

な
か
で
も
肥
土
山
郷
と
黒
岩
村
は
水
呑
比
率
が
も

つ

及
視
醜
朕
す
い
鵬
嚇

「 比
唖
舶
数
律
軌
批
権
侮
施
駆
牝
郷
韓
凍
効
挽

。

②
土
庄
村

・
上
庄
郷

・
淵
崎
村

・
小
江
村
は
水
呑
が
多
く
、

か
れ

ら
を
賃
労
働

・
小
作
な
ど
と
し
て
包
禄
し
う
る
豪
農
経
営
も

一
定
程

度
存
在
し
て
い
る
。

農
民
層
分
解
度
の
高
い
地
域
で
あ
る
。

③
同
じ
小
海
郷
の
中
で
も
小
海

・
見
目

・
長
浜
の
三
ケ
村
は
、

小

江
村
と
は
対
象
的
に
水
呑

。
一
戸
平
均
高
反
別
と
も
に
少
な
く
、

貧

農
＝
半
プ

ロ
層
の
多
く
存
在
す
る
村
落
で
あ
る
。

他
村
の
豪
農
と
の

間
に
質
地
小
作
関
係
、

一層
備
関
一係
を
強
く
結
ん
で
い
る
地
域
と
も
い

え
る
。

全
体
に
小
海
郷
は

「
田
少
く
、

漁
業
、

石
切
り
等
」
に
依
拠

す
る
面
が
つ
よ
い
。

注
ω
　
特
注
し
な
い
限
り

「改
政
」
・
「乱
妨
」
。
「
口
書
」
・
「乱
妨
」
『郡

誌
』
に
よ
る
。

０
　
明
治
六
年

一
月

「池
田
村
高
反
別
」
翁
明
治
六
年
御
用
留
』
池
田

町
役
場
所
蔵
、

川
野
正
雄
氏
よ
り
借
覧
）
。

０

　
『小
豆
郡
誌
』
―
―
以
下

『
郡
誌
』
と
略
記
十
六
八
九
頁
。

ω
　
単削
掲

『
郡
誌
』
に
よ
れ
ば
明
治

一
二
、

の
第

一
は
素
麺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一二
年
頃
ま
で
島
の
特
産
物

、
第
二
は
讐
油
で
あ
る
。

０
　
以
上
、

前
掲

０

　
『内
海
町
史

『
郡
誌
』
五
四
三
２
六
四
三
頁
参
照
。

』
―
―
以
下

『
町
史
』
と
略
記
―
十
二
〇
八
？

一
四

頁
参
照
。

０
　
川
野
正
雄

『近
世
小
豆
島
社
会
経
済
史
話
』
―
―
以
下

『史
話
』

と
略
記
―
―

一
三
八
頁
。

０
０
　
川
井
睦
夫

「慶
応
三
年
正
月
讃
州
小
豆
島
西
部
六
郷
百
姓
一
奏

に
つ
い
て
」
翁
法
政
史
学
』
一
四
号
。

〓
一　
強
　
　
訴

黒
岩
村
庄
屋
沢
助

・

俵
を
受
取
り
に
津
山
圭

入
部
村
組
頭
伊
兵
衛
（

（じ

ワ
両
人
が
救
米
五
七
〇

（
へ
出
立
し
た
の
は
、

美
作
本
領
に
お
け
る

一

淡
が
依
然
と
し
て
燃
え
つ
づ
け
て
い
た

一
二
月
八
日
の
こ
と

で
あ

る
。

そ
の
後
旬
日
を
経
ず
し
て
、

「
小
豆
島
百
姓
、

騒
立
懸
侯
」
と
の

通
報
が
津
山
藩
に
も
た
ら
さ
れ
た
。

こ
う
し
た

″騒
立
″
気
運
の
昂

揚
を
背
景
に
展
開
す
る
の
が
小
豆
島

一
揆
の
第

一
段
階
＝
強
訴
で
あ

る
。

そ
れ
は
代
官
に
た
い
し
要
求
の
受
話
を
強
要
す
る

〃催
促
”
行

動
、

す
な
わ
ち
「と
と
う
し
て
、
し
ゐ
て
ね
か
ひ
事
く
ハ
だ
つ
る
」

非
合
法
的
な
強
訴
と
し
て
計
画
さ
れ
、　
〃打

ち

惣
百
姓
強
訴
”
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一こ
わ
し
を
と
も
な
う

発
現
す
る
可
能
性
を
も
秘
め
た
闘
い
で
あ

つ

一- 86 -一- 87 -―

た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
未
発
に
お
わ
り
強
訴
と
の
結
合
の
可
能
性
を

も
た
な
い
打
ち
こ
わ
し
形
態
で
の
世
直
し

一
湊
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ

京
れ
鹿
力
一

こ
れ
を
い
わ
ゆ
る
強
訴
と
区
別
す
る
意
味
で
∧
強
訴
∨

以
下
、

∧
強
訴
∨
の
主
体
、

組
織
形
態

・
要
求
を
検
討
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、

右
の
よ
う
な
∧
強
訴
∨
の
特
質
を
さ
ぐ

っ
て
み
た
い
。

ま
ず
∧
強
訴
∨
の
主
体
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

逮
捕
者
の
な
か

で
名
前

，
罪
状
な
ど
の
判
明
す
る
二
一
人
に
つ
い
て
整

理

し

た
の

が
、

表
４
で
あ
る
。

逮
捕
理
由
に

″歎
願
”
　
〃欺

願
徒
党
″
と
あ
る

一
〇
人
が
∧
強
訴
Ｖ
の
指
導
者
、
も
し
く
は
積
極
的
参
加
者
と
み
な

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
う
ち
四
名
は
惣
代
で
は
な
い
。

ま
た
惣
代

の
持
高

・
年
齢
な
ど
を
み
る
と
、

全
員
が

一
石
以
下
、

吉
蔵
は
無
高

で
あ
る
。

友
左
衛
門

・
権
八
は
そ
れ
ぞ
れ

「無
筆
」
。
「文
盲
」
と
あ

る
が
、

年
齢
的
に
は
全
員
四
、

五
①
代
で
、

村
民
の
人
望
あ
つ
き
惣

強
』鈍募様
「ゎ鉄
惚諌
糞
報
蕃
築
属

れすれァァ韻鰤惚諏ぽ峰向Ч嚇誰
・し燕秒勤薩けＦ妾諦郵亮胞か

の崚Ｘ咋募ウ船球珠み”菊輸雑塊綿森勤厳市晦貯敷印娩わ

癬帥准務窃。．巧嘘期功印ヽ．柳艇詢抑”襲獅岬効晦拳壊移賄

慶
応
期
小
豆
島

一
湊
の
一
特
質

は
、

惣
代
を
中
核
と
し
つ
つ
も
そ
れ
以
外
の
農
民
を
も
結

集

し

た

〃惣
百
姓
″
的
性
格
を
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、

∧
強
訴
∨
の
過
程
に
お
け
る
積
極
性

・
指
導
性
の
相

違
か
ら
参
加
者
は
三
グ
ル
ー
プ
に
大
別

で
き

る
。

そ

の
一
は
∧
強

訴
∨
の
主
導
権
を
に
ぎ

っ
た
表
４
の
Ａ
グ
ル
ー
プ
を
中
心
と
す
る
層

で
あ
る
。

な
か
で
も
黒
岩
村
定
蔵
と
肥
土
村
忠
五
郎
―
―
惣
代
で
は

な
く
逮
捕
も
さ
れ
て
い
な
い
―
―
が
指
導
的
役
割
を
は
た
し

て

い

る
。

権
八
や
友
右
衛
門
の
供
述
書
に
よ
れ
ば
、　

〓

一月
二
六
日
の
惣

代
寄
合
の
通
知
は
、

小
海
郷

へ
は
定
蔵
が
、

池
田
郷

へ
は
忠
五
郎
が

こ
れ
に
あ
た
っ
て
い
る

（ご
書
上
一天
六
、
〓天
八
頁
）
し
、

定
蔵
は
二

九
日
の
∧
強
訴
∨
の
先
頭
に
も
た
っ
て
い
る

の
で
あ

る
合
乱
妨
と
二

閃５
頁
）。　
か
れ
ら
の
階
級
的
性
格
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

前
述
し

た
黒
岩

・
肥
土
山
両
村
の
地
域
的
特
質
か
ら
、

ひ
と
ま
ず
そ
れ
を
小

農
と
規
定
し
て
お
き
た
い
。

第
二
は
Ｂ
グ
ル
ー
プ
を
中
心
と
す
る
貧

農
＝
半
プ

ロ
層
で
あ
る
。

か
れ
ら
は
∧
強
訴
∨
の
主
導
権
を
掌
握
し

き

っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、　
″歎

願
徒
党
〃
の
な
か
に
大
き
な

位
置
を
し
め
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

第
三
の
グ

ル
ー
プ
は
豪
農
＝
村
役
人
層
に
つ
ら
な
る
惣
代
で
あ
る
。

そ
の
な
か

で
惣
代
議
定
に
捺
印
し
て
い
る
の
は
土
庄
村
塩
屋
定
助

の
み

で
あ

る
。

か
れ
ら
は
惣
代
と
し
て
選
出
さ
れ
た
も
の
の
∧
強
訴
∨
に
は
消

極
的
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が

つ
て
、

強
訴
を
担

っ
た
実
質
的

な
組
織
は

〃歎
願
惣
代
ｒＪ
と
い
う
よ
り
も

″歎
願
徒
党
”
と
し
て
理
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Ｓ
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＞
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Ｐ
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解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

Ａ
強
訴
∨
は
全
領
域
的
規
模
で
の

〃小
前

一

同
寄
合
〃
を
基
礎
と
し
、

小
農

・
貧
農
＝
半
。フ

ロ
層
に
階
級
的
出
自

を
も
つ
惣
代
を
中
核
と
す
る

Ｐ
歎
願
徒
党
″
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た

闘
争
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
つ
ぎ
に
∧
強
訴
∨
を
こ
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
た
要
因
を
さ

ぐ
る
た
め
に
、

文
久
期
の
訴
願
連
動
を
検
討
し
よ
ザ
一

文
久
元
年

一
一
月
に
新
規
運
上
取
立
が
、

翌
二
年
三
月
に
は
年
貢

一
割
増
が
布
達
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
た
い
す
る
各
郷
村
の
対
応
は
ま

ち
ま
ち
で
あ

つ
た
。

土
庄
郷
い
年
貢

一
割
増
受
話

・
運
上
取
立
反
対

の
意
向
を
明
ら
か
に
す
る
が
、
一そ
れ
を
訴
願
と
し
て
は
表
現
し
な
か

っ
た
。

小
海

・
上
庄
両
郷
は
他
村
の
動
静
を
う
か
が
う
に
と
ど
ま
っ

た
。　

一
方
、

池
田
郷
の
二
、

三
ケ
村
、

お
よ
び
黒
岩

・
肥
土
山
両
郷

は
、

村
役
人

・
惣
代
に
よ
る
年
貢

一
割
増
の
周
捨
を
も
と
め
る
訴
願

を
お
こ
し
た
。

黒
岩

・
肥
土
山
一向
村
は
他
村
が
請
書
を
提
出
し
た
の

ち
も
訴
願
を
つ
づ
け
、
と
く
に
肥
土
山
村
で
は
、

「
百
姓

一
同
腰
弁

当
に
て
上
庄
村
迄
下
り
、

早
も
騒
動
の
勢
」
を
み
せ
る
が
、

嘩
屋
役

人
の
説
得
に
よ
り
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
訴
願
は
、

一
時
期
の
肥
土
山
村
の
場
合
を
の
ぞ
い
て
、村

役
人

・
惣
代
の
み
を
担
い
手
と
し
て
お
り
、

そ
れ
以
外
の
農
民
の
参
加
し

う
る
条
件
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、

惣
代
選
出
の

寄
合
で
作
成
し
た
小
馬
越
村
の
村
議
定
の
内
容
か
ら
も
う
か
が
う
こ

と
が
で
き
る
。

慶
応
期
小
豆
島

一
揆
の
一
特
質

此
度
取
米
増
御
用
捨
御
願
申
上
二
付
、

村

一
同
立
合
相
談
仕
村
惣
代
御

額
、

御
願
の
筋
の
義
万
事
御
任
セ
候
上
は
、

如
何
様
二
御
取
斗
被
成
候

と
も
毛
頭
故
障
申
間
敷
候
、

為
後
日
依
て
如
件

ま
た
、

訴
願
入
用
が
高
割
と
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

時
の
村
寄
合
の
参
加
者
は
高
持
農
民
に
限
定
さ
れ
、

無
高
層
は
村
寄

合
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

も

っ
と
も
、

こ
れ
は
年

貢
増
徴
の
み
を
問
題
と
す
る
村
寄
合
と
し
て
は
、

い
わ
ば
当
然
の
こ

と
と
も
い
え
る
。

文
久
期
に
お
け
る
闘
争
は
こ
の
よ
う
に
、

わ
ず
か
四
、

五
ケ
村
に

展
開
し
た
に
す
ぎ
ず
、

そ
れ
も
、

∧
強
訴
∨
的
様
相
を

一
時
的
に
の

ぞ
か
せ
る
が
、

基
本
的
に
は
村
役
人

・
惣
代

（高
持
中

・
上
層
）
に

よ
る
越
訴
形
態
で
の
訴
願
で
あ

っ
た
。

こ
の
越
訴
は
高
持
農
民
の
み

を
構
成
員
と
す
る
村
寄
合
に
基
礎
を
お
き
、

年
貢
増
徴
反
対
を
唯

一

の
要
求
と
す
る
、

各
郷

（村
）
単
位
で
の
孤
立
分
散
的
な
闘
い
と
し

て
展
開
し
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
こ
に
は
∧
強
訴
∨
と
の
差
異
＝
質
的
変
化
が
明
確
に
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。

こ
の
差
異
こ
そ
小
豆

一
揆
の
第

一
段
階
を
∧
強
訴
∨
と
し

て
規
定
づ
け
た
内
容
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
政
治
的
主
体
と
し
て
成
熟

し
つ
つ
あ

っ
た
貧
農
＝
半
プ

ロ
層
が
賦
与
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

ね
一言
す
れ
ば
、

貧
農
＝
半
プ

ロ
層
の
村
寄
合

，
∧
強
訴
∨

へ
の
参
加

に
よ
っ
て
、

訴
願
主
体
の
小
生
産
者
的
孤
立
分
散
性
に
も
と
づ
く
と

こ
ろ
の
文
久
期
訴
願
の
孤
立
分
散
的
性
格
が
克
服
さ
れ
、

全
領
域
的
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規
模
で
の
∧
強
訴
∨
が
展
開
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

∧
強
訴
∨

へ
と
各
村
々
を
結
集
さ
せ
た
原
動
力
が
貧
農
田
半
ナ

ロ
層
で
あ

つ
た

こ
と
は
、

次
郎
吉
の
供
述
書
に
尺
歎
願
に
）同
意
不
致
村
々
へ
は
、

外

村
方
よ
り
入
来
候
由
」
（ご
書
土
一天
一貢
）
と
あ
る
点
に
も
よ
み
と
れ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ぎ
に
∧
強
訴
∨
の
要
求
を
検
討
し
よ
う
。

そ
れ
は
、

「改
政
」

。
「
乱
妨
」
な
ど
に
収
録
さ
れ
た
歎
願
書
の
内
容
と
し
て
把
握
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
明
ら
か
な
事
実
誤
認
も
み

ら
れ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、

つ
ぎ
の
三
項
目
に
整
理
し
て
お
こ
う
。

①
新
規
運
上
取
立
反
対
、

②
年
貢

一
割
増
反
対
、

③
家
中
奉
公
人
給

銀
お
よ
び
長
州
戦
争
時
の
郷
夫
給
銀

・
廻
船
料
の
高
割

・
船
持
頭
割

反
対
。

ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
要
求
項
目
た
み
ら
れ
る
領
主
的
収
奪
が
、
ど
の

階
層
に
も
っ
と
も
つ
よ
い
影
響
を
あ
た
え
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
必

要
が
あ
る
。

②
に
み
ら
れ
る
の
年
貢
増
徴
は
高
持
農
民
全
体

へ
の
収

奪
で
あ
る
が
、

ほ
ぼ
農
業
生
産
の
み
で
再
生
産
を
維
持
す
る
小
農
に

と
っ
て
大
き
な
打
撃
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

文
久
期
の
訴
願
に
お

い
て
年
貢
増
徴
に
最
後
ま
で
抵
抗
を
示
し
た
の
が
、

小
農
の
占
め
る

比
重
の
大
き
い
黒
岩

・
肥
土
山
両
村
で
あ

っ
た
こ
と
は
、

右
の
事
情

を
反
映
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

③
に
み
ら
れ
る
収
奪
も
ま
た
高
持

全
体
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

廻
船
料
の
未
払
い
部
分
の
半

額
が
船
持

（豪
農
）
に
転
嫁
さ
れ
て
お
り
、

か
れ
ら
高
持
上
層
を
も

一度
追
す
る
も
の
と
み
た
い
。
そ
れ
で
は
①
に
み
ら
れ
る
運
上
収
奪
は

ど
ぅ
で
あ
ろ
う
か
。

新
規
運
上
を
賦
課
さ
れ
た
業
種
は
、

④
問
屋

（素
麺

・
煙
草

・
殻

評
讐
譜
頴
瑠
略
礎ノ輸
静
麹
宅
烈
蝶

の
訴
願
に
お
い
て
は
、

土
庄
郷
が
反
対
の
態
度
を
わ
ず
か
に
み
せ
た

だ
け
で
あ

つ
た
こ
と
を
み
れ
ば
、

小
農
に
と
っ
て
、
こ
の
収
奪
は
ほ

と
ん
ど
影
響
し
な
い
と
い
つ
て
よ
い
。

ま
た
問
屋
も
対
象
と
な
っ
て

い
る
が
、

か
れ
ら
に
と
っ
て
運
上
金
と
は
、

領
主
権
力
に
よ
る
独
占

的
営
業
権
の
保
障
の
反
対
給
付
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
に
す
ぎ
ず
、

そ
れ
と
て
も
前
貸
支
配
下
に
お
く
直
接
生
産
者
（事
実
上
の
賃
労
働
）

に
た
い
し
、

容
易
に
転
嫁
し
う
る
も
の
で
あ
る
。

新
設
さ
れ
た
魚
問

屋
に
た
い
す
る

「漁
人
」
の
評
価
は
こ
う
で
あ

つ
た
―
―

「是
又
魚

間
屋
出
来
、

此
間
屋

へ
一
々
付
売

二
致
よ
し
、

誠
以
漁
人

一
同
大
迷

惑
の
事
也
」
。

新
規
運
上
収
奪
に
よ
っ
て
再
生
産
の
危
機
に
お
い
こ
ま
れ
る
階
層

は
、

前
節
で
示
し
た
よ
う
な
存
在
形
態
を
も
つ
貧
農
＝
半
プ

ロ
層
な

の
で
あ
る
。
と
く
に
①
の
海
猟
は
す
べ
て
の
漁
種
が
収
奪
の
対
象
と

さ
れ
た
こ
」
に
よ
っ
て
、

小
海
郷
な
ど
の
漁
業
に
つ
よ
く
依
存
す
る

貧
農
＝
半
プ
ロ
層
を
多
く
抱
え
る
村
落
に
と
つ
て
は
、

海
辺
の
村
々
漁
人
悉
皆
運
上
差
上
二
相
定
、

今
迄
は
漁
人
運
上
ハ
其
村

々
え
落
納
二
相
成
候
間
、

海
辺
の
村
々
は
随
分
勘
定
あ
し
く
相
成
候
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と
あ
る
よ
う
に
、　

一
村
衰
徴
２
棋
源
と
も
な
ろ
う
。

∧
強
訴
∨
の
要
求
は
、

右
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
階
層
的
地
域
的
利

害
を
果
に
す
る
個
別
要
求
を
、

∧
強
訴
∨
全
体
を
包
摂
す
る
統

一
要

求
と
し
て
集
約
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
豪
農
の
商

業
高
利
貸
的
収
奪
や
村
役
人
の
不
正

・
不
公
平
の
問
題
に
関
す
る
要

求
は
ま
っ
た
く
ふ
く
ま
ず
、

対
領
主
要
求
と
し
て
一
元
化
さ
れ
て
お

り
、

∧
強
訴
∨
主
体
の
特
質
に
照
応
す
る
性
格
を
示
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
し
か
し
客
観
的
に
は
、

そ
れ
は
対
領
主
闘
争

と
し

て

の

∧
強
訴
Ｖ
の
み
で
は
解
決
し
え
ず
、

豪
農
Ｈ
村
役
人
層
と
の
闘
争
を

不
可
避
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
要
求
項
目
を
含
ん
で
い
る
。

新
規
運
上

取
立
反
対
の
要
求
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
運
上
収
奪
の
方
式
に
つ
い
て
み

時
中
」
義
，
中
力

中
帥
中
的
抽
却
中
噂
時
紳
中
叫
い

諦
晦
卓
す
】
”

借
入
金
返
済
の
廷
期
を
要
請
す
る
始
末
で
あ

っ
た
（理

こ
う
し
た
財
政

窮
乏
の
進
展
は
、

御
用
金
へ
の
依
存
の
度
合
を
ま
す
ま
す
ふ
か
め
、

印期瞳韓輔御町醜蜂峰御嚇液』雑艇ゆ紗嘘第．丁共躍輔邪炉鴻

最
大
重
点
政
策
で
も
あ
る
が
、

右
の
豪
農
――
村
役
人
層

の

一
部
を

「連
上
取
立
役
」
（「改
政
些
〓
喜
う
、

中
買
株
設
定
の
世
話
人
、

海
面

運
上
取
立
の
建
議
者
令
田
書
上
一モ
○
―
一貢
）
と
し
て
、

新
た
な
支
配

慶
応
期
小
豆
島
一
撲
の
一
特
質

（収
奪
）
機
構
に
編
成
し
つ
つ
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

運
上
収
奪
が
豪
農
田
村
役
人
層
を
直
接
の
実
行
者
と
し
て
強
行
さ

れ
た
た
め
に
、

貧
農
＝
半
。フ

ロ
層
は
か
れ
ら
と
の
矛
盾
を
よ
り
い
っ

そ
う
強
め
、

打
ち
こ
わ
し
を
計
画
せ
ざ
る
を
え

な

い
。

次
郎
吉
ら

（
Ｂ
グ
ル
ー
プ
）
は
森
善
四
郎
打
ち
こ
わ
し
を
、

「
小
前
の
も
の
為

筋
」
（ご
書
」
三
舎
貢
）
と
し
て
正
当
化
し
、

「
御
歎
願
筋
御
聞
済
に

相
成
候
上
は
、　

拍
子
抜
い
た
し
出
来
」

（国
一天
七
頁
）
な
い
も
の
と

位
置
づ
け
る
。

か
れ
ら
は

〃打
ち
こ
わ
し
を
と
も
な
う
強
訴
″
を
志

向
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、

い
ま
だ
豪
農
＝
村

役
人
の

〃助
成
”
機
能
に
期
待
を
も
つ
Ａ
グ
ル
ー
プ
は
打
ち
こ
わ
し

を

「歎
願
の
邪
魔
」
（
同
上
）
と
み
る
立
場
か
ら
、

「
村
方
に
お
ゐ
て

喧
嘩
口
論
等
も
相
慎
み
侯
様
申
合
せ
」
（「乱
妨
上
一西
○
頁
）
た
惣
代
議

定
を
制
止
の
論
拠
と
し
て
反
対
し
、

次
郎
吉
ら
も
こ
れ
に
納
得
し
て

し
ま
う
。

こ
の
こ
と
は
、

次
郎
吉
ら
が
い
ま
だ
惣
代
議
定
に
規
制
さ

れ
て
い
る
こ
と
、

そ
し
て
か
れ
ら
の

「
こ
ほ
ち
と
申
侯
も
の
は
、

御

上
え
手
向
ひ
候
義
に
も
無
之
、

下
方
の
み
の
義
」
（ご
書
と
一天
七
頁
）

と
い
う

「
打
ち
こ
わ
し
」
観
が
、

惣
代
議
定
の

″村
方
”
の

″
晴
嘩

口
論
〃
＝

「
打
ち
こ
わ
し
」
観
を
克
服
し
え
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
る
。

文
久
期
の
越
訴
を
慶
応
期
の
∧
強
訴
∨

へ
と
発
展
さ
せ
た
基
礎
的

条
十件
は
、

運
上
収
奪
反
対
を
最
大
の
要
求
と
す
る
貧
農
＝
半
プ
ロ
層

の
政
治
的
主
体
と
し
て
の

一
定
の
成
熟
に
あ

っ
た
。
し
か
し
、

か
れ
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ら
は
い
ま
だ
∧
強
訴
∨

の
主
導
権
を
掌
握
し
き
る
ほ
ど
に
は
成
長
を

と
げ

て
い
な
か

つ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
た
め
に
∧
強
訴
∨
は

〃
打
ち

こ
わ
し
を
と
も
な
う
惣
百
姓
強
訴
″

へ
と
発
展
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は

な
か

っ
た
。

こ
う
し
て
、

い
ま
や
打
ち
こ
わ
し
は
、

惣
代
以
外

の
も

の
に
よ

つ
て
、

∧
強
訴
∨
と
は
分
離
し
独
ｇ

に
展
開
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ

つ
た
。

注

（
１
）

か
れ
ら
が
逮
捕
さ
れ
た

（表
４
Ｄ
参
照
）
の
は
打
ち
こ
わ
し
参

加
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、

津
山
本
領
で
の

一
湊
の
見
聞
を
村
民

に
話
し
た
疑
い
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
２
）
　

『津
出
藩
日
記
』
慶
応
二
年

一
二
月

一
七
日
の
条
、

長
光
徳
和

氏
よ
り
借
覧
。

（
３
）
『御
触
書
天
明
集
成
』
八
九

一
頁
。

（
４
）

間
争
類
型
と
し
て
の
惣
百
姓
強
訴
あ
る
い
は
惣
百
姓

一
撲
と
は

一
般
に
、

「大
衆
行
動
の
ほ
と
ん
ど
伴
わ
な
い
半
合
法
的
な
越
訴
」

と
は
区
別
さ
れ
る

「
全
藩
的
蜂
起
」

（林
基

「
百
姓

一
撲

の
評

価
の
問
題
」

『
明
治
維
新
史
研
究
講
座
』
１
）
を
さ
し
、

多
く
の

場
合

「
打
ち
こ
わ
し
を
と
も
な
う
惣
百
姓
強
訴
」

（深
谷
克
己

「

階
級
闘
争
と
変
革
主
体
」
『講
座
マ
ル
ク
ス
主
義
研
究
入
門

第
四

巻

歴
史
学
し

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

小
稿
の
∧
強
訴
∨
規

定
は
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。

な
お
、

小
稿
は

「幕
藩

制
に
お
け
る
村
請
制
の
特
質
と
農
民
間
争
」
Ｑ
歴
史
認
識
に
お
け

る
人
民
闘
争
の
視
点
歴
史
学
研
究
別
冊
特
集
』

一
九
七
二
年
）
な

ど
、

深
谷
氏
の

一
連
の
業
積
に
示
さ
れ
る

一
援
分
析
の
視
点
に
負

う
と
こ
ろ
が
多
い
。

（
５
）

村
寄
合
に
無
高

・
水
呑
が
参
加
し
て
い
た
こ
と
は
表
４
に
お
け

る
惣
代
の
持
高
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、

定
蔵
を
首
謀
者
と

し
て
密
告
し
た
者
の
村
八
分
を
き
め
た
黒
岩
村

・
村
議
定

（明
治

三
年
二
月
付
）
も
、

こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
史
料
で
あ
る
。
こ
れ

を
抄
出
す
れ
ば
、

一
、

下
作
仕
候
者

ハ
、

当
年
限
り
に
て
差
返
し
可
中
候
事

一
、

百
姓
旦
梶

・
諸
職
人
等
、

右
両
家
の
仕
事
少
し
も
致
間
敷

候
事

と
あ
り
、五

六
人

（延
享
初
年
の
同
村
総
戸
数
は
四
七
、寛

政
元
年

の
そ
れ
は
五
五
戸
）
が
連
印
し
て
い
る
（
土
庄
町
大
田
穫
氏
所
蔵
）
。

（
６
）

（競
断
唯
キ
高 一
薙
期
輔
端
ぱ
犠
製
一
均

輔
轍
球
ル
獅
難
鴎
旺
詢
飴
」

島
百
姓

一
揆
に
つ
い
て
の
若
干
の
問
題
」
翁
文
化
財
協
会
報
』
特

別
号
第
五
号
所
収
）
に
お
い
て
、

こ
れ
を
全
文
掲
載
さ
れ
て
い
る

が
、

誤
植
が
目
立
つ
。

（７）（鵬師呼
・特随陀貌府赫ぱ胞酪輸抑周朗数つい真軽
代録‐・・

（
８
）

歎
願
書
に
は
い
大
庄
屋
給
米
の
高
割
反
対
の
要
求
も
あ
げ
ら
れ

て
い
る
が
、

そ
れ
は
文
久
元
年
に
手
当
米
に
切
り
か
え
ら
れ
て
い

る

（前
掲

「史
話
」
三
一
三
頁
、

前
掲

『年
代
録
し
。

（９）も発陸牡束獅瑚と『堆球狛』に依拠し
「改政
千
「乱妨」を

（
ｌｏ
）
　

『津
山
市
史
』
第
工
巻
、　

一
八
頁
。

（
・１
×
・３
）
『
国
元
日
記
』

（津
山
市
郷
土
館
所
蔵
）
慶
応
二
年
五
月
二

八
日
の
条
。

十
的
．

な
ぃ
鞠

『
新

彼
鯛
鰤
捜
汁
懲
咋
球
体

ｊ″曜
な
職

百滅
内
容
は
明
ら
か

で

は
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四

打

ち

こ

わ

し

肥
土
山
郷
大
庄
屋
太
田
彦
左
衛
門
は
、

打
ち
こ
わ
し
を
免
れ
る
べ

く
、　

一
揆
勢
に
た
い
し
て
金
子

一
万
三
〇
〇
〇
両
の
施
与
を
申
出
る

が
、

打
二
わ
し
の
頭
取
と
み
な
さ
れ
る
人
物
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
の

べ
て
、

そ
れ
を
に
べ
も
な
く
拒
絶
す
る
．

被
成
方

一
々
御
念
の
入
候
事
に
候
得
共
、

銘
々
此
度
の
義
は
、

あ
へ
て

助
成
を
乞
に
も
あ
ら
ず
、

上
を
へ
つ
ら
い
色
々
新
法
を
す
す
め
、

下
を

苦
し
め
、
自
栄
を
き
わ
め
候
も
あ
罪
に
行
ふ
の
処
也
は
、

多
分
の
金
子

を
貰
ふ
て
は
、

多
人
数
を
も
よ
ふ
し
押
取
同
様
の
致
方
な
ら
ず
や
。

新

成
行
か
ざ
ろ
先
の
壱
万
三
千
両
は
扱
置
、

三
百
両
も
下
さ
ら
は
、

只
今

の
拾
万
両
に
も
増
る
べ
し
。

誰
が
壱
人
も
乱
妨
を
好
む
も
の
は
無
御
座

候
へ
ど
も
、

無
拠
仕
合
に
て
、

斯
の
し
だ
ら
に
候
へ
ど
も
、

近
頃
御
気

の
毒
の
至
に
御
座
候
へ
ど
も
、

残
事
相
成
が
た
く
候
間
、

早
々
御
引
取

用
意
可
致
候
　
　
（「改
政
圭
三
四
頁
）

こ
れ
は
、

小
豆
島

一
族
の
第
二
段
階
＝
打
ち
こ
わ
し
の
特
質
を
簡

潔
か
つ
明
瞭
に
表
現
し
た
、

き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
史
料
で
あ
る
。

ま
す
は
じ
め
に
、　
〃

上
を

へ
う／
ら
ひ
色
々
新
法
を
す
す
め
、

下
を

苦
し
め
、

自
栄
を
き
わ
め
候
も
の
，
と
把
握
さ
れ
て
い
る
打
ち
こ
わ

し
の
対
象
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

表
５
は
被
襲
者
に
つ
い
イ
、ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
。

合
計
五
四
人

（他
に
蔵
五
軒
）
の
う
ち
三
〇
人

の
役
職

・
営
業
関
係
が
判
明
す
る
。

そ
れ
は
、

村
役
人
・酒
造
美
・諸
間

慶
応
期
小
豆
島

一
揆
の
一
特
質

屋
・地
主
・質
屋
な
ど
、総
じ
て
豪
農
＝
村
役
人
層
で
あ
る
と
い
え
る
。

か
れ
ら
村
役
人
―
―
あ
る
い
は
豪
農
＝
村
役
人
層
の
村
役
人
と
し

て
の
側
面
―
―
が
打
ち
こ
わ
さ
れ
た
理
由
を
み
る
と
、

上
庄
郷
大
庄

屋
紀
勇
次
郎
の
場
合
は
、

一‐運
上
取
立
役
な
れ
ば
是
を
め
ぎ

（壊
】

令
ヤ映
政
」
三
〓
貢
）
と
あ
る
よ
う
に
、

文
久
元
年
以
降
の
収
奪
強
化
政

策
の
直
接
的
実
行
者
と
し
て
の
性
格
ゆ
え
に
、

居
宅

・
酒
造
蔵

・
酒

（
桶

セ
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ
た
う
え

合
乱
妨
」『郡
誌
旦
三
四
頁
）、　
一ｉ焼
打

ち
」
と
い
う
も
っ
と
も
激
烈
な
形
態
を
も
っ
て
攻
撃
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、

安
政
六
年
船
方
総
取
締
役
に
任
ぜ
ら
れ
帯
刀
を
許
可
さ
れ
た

合
郡
去いと
一五
一ハそ
七
哀
）
小
江
村
庄
屋
森
善
四
郎
は
、

次
郎
吉
ら
に
よ

っ

て

攻

撃

目

標

の

筆

頭

に

あ

げ

ら

れ

令

口
き

上

一天

一一貢

）
、

望

ど

お

り

の
物
を
施
与
す
る
旨
を
つ
げ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
損
害
を
う
け
た

合
乱
妨
上

一函

五
頁
）
。

そ

れ

も

ひ

と

つ

に

は

か

れ

が

「
先

達

て
海

面

御

運

上
の
義
申
上
、

下
方
難
渋
為
致
」

翁
口
ま屋
一一モ
○
送
一頁
）
せ
た
た
め

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
小
両
者
と
も
に
年
貢
・村
入
用
な
ど

の
問
題
が
攻
撃
理
由
で
は
な
く
、

新
規
運
上
と
の
か
か
わ
り
に
お
い

て
打
ち
こ
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

運
上
収
奪
を
基
調
と
す
る

〃新

法
”
が
紀

・
森
な
ど
の
有
力
村
役
人
層
に
よ
り
主
導
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
、　

一
揆
勢
が
明
確
に
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と

い確聴姉げ却帥船卸叩均節押舜〕療まな範唯雅華姦蔽っ紳

の
こ
と
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
。



lHl 史

苑

（第
二
十
六
巻
第

一
号
）

当
゛
仲
予
ｃ
Ｏ
澪
擦
革
対

韓
珊
弟

革
工
　
≡朝

潟
爵

高
酢
爵

再
田
脚
ヽ
洋
謝

Ｂ

沖
胸
騎
津
碧

潮
丼
Ｓ

ヨ

圏
駒
選
キ

詳
岡
ぷ
加
卜寄

麟
帰
脚
丼
洋
署

ン
弁
日
田
署
狛
辞

米
爵

米
剛
銘
出
！碧
（計
署
出
Ｓ
コ
）

■
削
ヽ
１１１
署

還
封
脚
狛
爵

苗
酢
部

路
半
斗
ぷ
Ｓ

ヨ

総
脚

・
半
侍
鴻
＞
署

討
酌
沖
獅
辞

洋
斗
駒
学
コ
碧

申
削
料
爵

巡川
″ヽ

沖
印

講
脚

・
耕
雌
日
碧

冊
脚
済
料
群

猟
輝
酌

・
ヨ
ト
購
丼
謝
ヨ

掌
か
併
菖
Ｓ

討
卜
洲
浦
球

汁
澪
脚

門
酌

・
諄
球

誘
押
討
滞

瀾一日
　
陣

汁
出

・
瓜

麟
脚
僑
怪
ド
堺
譜
Ｙ
ヤ田
酢

ヨ
脚

（漸
・却
聞
Ｙ
適
酢

・
高

酎

・
津
＝

革
配
駒

ミ
斗
副

津
　
＝

ョ
削
（米
港
・糾
闘
・き
ま
己
・

津
＝

田
削
（紳
圏

・
嚇
革
▼
津
け

灘
難
・園
脚
（爵
・米
糾
こ
口
差

・時
首
・辞
嫌
・料
箇
）

母
崩
】
帥
前

・
け
部

・
遺
爵

博
瞬
ド
帥
母
・
舟
誹
ぎ

汁
競
】
適
ざ
・
料
ヨ
＞
部
口
脚
斗
部

↓
鰯
一
輸
い
軸
帥
学 ．
曲
ざ

田
離
＞
郭
田
駒
半
部

弾
鋤
一
蜘
抑

．
轟
却
翠

・
製
郎
抑

・
弟
描

テ
覇
，
爵
洲
ぎ

却
母

却
対

・洲
軍

・輔
葦
部

・部
導
部

・製
離
抑

・

丼
節

・
製
爵
弱

粥
導

却
母

ヨ
導
■
コ

却
圏

・
理
さ

・
潟
ぎ

苗

・
離
加

専
苗
陣
済
還
封
蜘
油
部

■
崩
‘
抑
母

お
崩
】
加
出

・
済
部

・
購
革
部

・
時
革

・
離
加

■
崩
‘
却
ぷ

・
離
加

・
浦
部

↓
闘
一
抑
脚

一
輸

甜
導

（刊
屈
中

・
討
）

汁
競
・
却
前

，
丼
靖
騨
前
加

・
選
さ

・
那
圏

＞
崩
・
印
母

・
灘
軍

■
崩
‘
却
出

・
弱
卸
導

・
率
舟
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賢

日
叫

ｌ

ぷ

”
爵

■
撃

郭

」
時

‖

脳

弱

抑

邪

―

薄

講

ヽ

講

津

さ

　

Ｉ

・
キ

桝
詳

1 l  l l r  t r  笛き 浦

副 ‖ 善 き さ 沸

溝

持

Ｅ

・
薄

＝

Ｅ

卜

開

上

寄

Ｅ

持

津

＝

醜

・
＝

閑

凄

宮

ぷ

善

田
「
溺

さ
い
な

当
帥

卦
品
訴
オ

労
済

困
蜘

＞
引
剛

津
付

酔
翌

耕
加

第
愁
――
報

曽
型
脚

・
済
口
Ｗ
ヽ
弾

酎

懇
翌
脚

，
沐
田
津
酎
韻
調

ヤ堅
闘畔
貯
邸
部
コ

辞
郎
脚
当
部

帥
脚

・
澄
岬
韓
尊

課
脚
脚
翠
封
瑠
酎

酬
脚
帥
革
爺
ヨ

ヨ
田

（Ｂ
型
沖
）

■
式

討
　
細
ゝ
一署

誌
剛
判
ヽ
爺
ヨ

消
口
脚
部
↓封

瑠

調

革
脚
米
ｍ
碧

爵
脚
沖
尊

郭
帥
課
出
署

津
酎
球

玉

沖
球

汁
細
帥

韓
半
講
い
弱

ヨ

ぷ

ヨ

離
　
剛

陣

剛

済
問
Ｍ

耐

蜘

洋
品
剛

悩
汁
謂
Ｈ
浦

米
門
脚

一
日

　

酎

済

ぎ

・
器

酎

津
　
＝

（洋
副
＞
）

一日
　
酢

ヤ田
　
『邸

輔
首
冨
剛

球

湘

増

溺
■
出
・

尋
競
〕
卸
母

・
斎
説

・
紳
鶴

済
崩
■
部
前

・加
悧
・騨
ぎ
ヨ

・輔
酢
部

・輔

・前
加

＞
苅
‘
却
戯

・
品

・
爵
討
さ

テ
競
‘
却
出

テ
競
“
却
伸

学
競
・
却
母

う
崩
ｔ
飼

う
苅
・

母
競
‘
却
伸
（海
当
゛
）
二
酬
師
部

・
聞

・
離
洒

テ
崩
・
部
品

・
轟

う
競
・
却
品

う
競
・
爵
誹
ヾ

・
学
聞
ｓ

労
競
ヤ
章
洲
ヾ

・
学
簡
ｓ

ゝ
競
】
爵
測
ヾ

・
学
遺
一

募
部
当
゛

叩
網

・
聞
鶏

群

覗

洋

曽

澪
≡

編
０導
」

慶
応
期
小
豆
島

一
奏
の
一
特
質

科

滸

Ｓ
図
其
爵
詳
）
母
耕
頚
ｃ



文
　
　
苑

（斉
三
十
六
巻
第

一
号
）

し
か
し
、　
″新

法
沖
の
直
接
的
実
行
者
と
し
て
の
側
面
に
の
み
攻

撃
が
か
け
ら
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、

個
別
的
に
み
れ
ば
、

村
役

人
で
は
な
い
個
々
の
豪
農
が
主
り
多
く
攻
撃
さ
れ
て
い

る

こ
と

に

も
明
ら
か
で
あ
る
。

素
麺

・
米
殻

・
油

・
綿
の
間
屋
で
あ
る
と
と
も

に
地
主
＝
高
利
貸
で
も
あ

つ
て
典
型
的
な
豪
農
と
い
え
る
森
善
四
郎

の
場
合
に
し
て
も
、

か
れ
が

一
近
来
上
を

へ
つ
ら
い
下
を
苦
し
め
、

栄
花
を
極
め
し
大
罪
人
」
（「子」キ世

三
〓
一貢
）
と
指
弾
さ
れ
た
の
は
、

実
は
、

商
業
高
利
貸
的
収
奪
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、　

一
入
質
の
田
地
、

年
限
有
之
分
も
為
受
不
中
」

令
回

圭Ｅ
三
舎
貢
）、
百
長
浜
村
に
て
家
地
子
多
分
取
上
げ
、

共
上
な

ら
ず

島
中
の
大
根
を
買
し
め
他
国

へ
ぬ
か
し
、

万
事
我
欲
め
事
筆
紙
に
尽

し
が
た
し
」
（「改
政
上
重

三
頁
）
な
ど
と
、

豪
農
的
諸
機
能
が
よ
り
多

く
批
難
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
。　
　
　
　
，

一
族
勢
の
意
識
に
即
し
て
い
え
ば
、　
″

新
法
″

へ
の
積
極
的
加
担

、か

″
自
栄
を
き
わ
め
，
る
こ
と
、

つ
ま
り
富
の
蓄
積
と
同

一
の
過
程

で
あ
る
こ
と
を
看
破
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

蓄
積
し
た
富
を
媒
介
と

位依
・権吻雅秒抑嬢る】牢韓漉中攻わ牢ｎネ嬢幸熱
の本寸淑徴ととい

て
、

馬
越
村
岡
上
銀
右
衛
門

・
淵
崎
村
井
上
文
八
郎
を
あ

げ

る

こ

と
が
で
き
る
。

両
者
に
共
通
す
る
性
格
は
、

き
わ
め
て
短
期
間
の
う

ち
に
蓄
積
し
た
富
の
一
部
を
御
用
金
と
し
て
献
納
し
、

お
字
帯
刀
な

ど
の
身
分
的
特
権
を
賦
与
さ
れ
、

そ
れ
を
テ
コ
と
し
て
よ
り
い
つ
そ

ぅ
豪
農
経
営
を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。）

一
揆
勢
が
攻
撃
を
豪
農
＝
村
役
人
層
に
集
中
し
え
た
の
は
、

以
上

の
よ
う
な

「豪
農
＝
村
役
人
層
」
観
に
た
っ
て
い
る
か
ら

で
あ

つ

た
。

こ
う
し
た
認
識
を
軸
と
す
る
さ
き
の
史
料
か
ら
、

さ
ら
に
つ
ぎ

の
よ
う
な
特
質
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
一
つ
は
、　

一
揆
が

″助
成
を
乞
〃
う
こ
と
、

す
な
わ
ち
施
米

指
”
駒
硬
境
わ
抑

細
卸
嚇
拘
靭
晦
Ｐ
推
“
厳
作
導
れ
枚
巧
こ 定
れ
ま
な

た
も
の
は
、

大
田
彦
左
衛
門
の
他
に
森
善
四
郎
、

岡
上
銀
右
衛
門
が

い
る
が
、

前
者
は
蜂
起
直
後
の
、

後
者
は
そ
の
最
末
期
の
被
襲
者
な

の
で

わ
ち

。
打
ち
こ
わ
し
の
拡
大
に
と
も
な
っ
て
お
こ
り
が
ち
な
略

奪
行
為
は
も
と
よ
り
、

世
直
し

一
突
に
多
く
み
ら
れ
る
小
作
料
減
免

・
質
地

（質
物
）
返
還
な
ど
の
具
体
的
諸
要
求
む
ま
っ
た
く
み
ら
れ

な

いヽ
。
こ
の
こ
と
は
、　

一
揆
勢
の
豪
農
＝
村
役
人
層

へ
の
期
待

・
幻

想
が
完
全
に
払
拭
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

同
討
と

、　
一
際
勢
が
打
ち
こ
わ
し
に
お
い
て

「自
立
小
生
産
者

へ
の

回
帰
」
を
直
接
的
に
は
め
ざ
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

二
つ
め
に
は
、

打
ち
こ
わ
し
が

″大
罪
人
″
を

〃罪
に
行
ふ
″
た

め
の
限
定
的
方
式
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、

豪
農
Ｈ

村
役
人
層
以
外
の
も
の
へ
は
ま
つ
た
く
発
動
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で

あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、

次
の
事
実
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
一
つ
は
、　

一
奏
へ
の
参
加
を
要
請
す
る
廻
状
の
受
取
り
を
拒
絶
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し
た
伊
喜
末
村
米
屋
多
兵
衛
の

「
家
本
毀
ち
候
風
聞
」

令
乱
妨
上
一面

○
頁
）
が
流
れ
た
が
未
発
に
終

っ
た
こ
と
。

ま

た
、

友
左
衛
門
と
半

右
門
が
吉
蔵
に
た
い
し

「小
前
の
者
共
は
壱
軒
よ
り
壱
人
つ
つ
、

室

生
村
空
の
道

よ
り
中
山
通
り
え
罷
出
候
様
、

大
急
に
通
用
取
斗
可

申
。

若

又

不
罷
出
村
々
之
回
押
寄
参
侯
」
（ご
書
と
一モ
○
頁
）
と
の

べ
、

実
際
に
小
海
郷
の
一
揆
勢
は
小
馬
越
村
周
辺
に
押
寄
せ
て
い
る

が
、

黒
岩
村
惣
代
定
蔵
ら
の
制
止
を
う
け
た
肥
土
山
郷
各
村
は
ほ
と

ん
ど
呼
応
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

打
ち
こ
わ
し
は
行
わ
れ

な
か
っ
た
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、

打
ち
こ
わ
し
主
体
の

自
覚
的
参
加
者
に
よ
る
構
成
を
可
能
な
ら
し
め
、

そ
の
行
動
を
統
制

の
と
れ
た
規
律
の
あ
る
も
の
に
し
た
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

で
は
、

こ
の
打
ち
こ
わ
し
は
ふ

か
な
る
階
層
に
よ
っ
て
に
な
わ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

参
加
者
の
検
討
に
は
い
る
前
に
、

ま
ず
、

計
画

段
階
と
実
行
段
階
の
両
局
面
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
指
導
者
は
異
な

る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
来
の
研
究
は

，乱
妨
徒

党
頭
″
と
し
て
逮
捕

さ
れ

た
次
郎
吉
ら

（前
掲
表
４
の
Ｂ
グ
ル
ー

プ
》
を
打
ち
こ
わ
し
の
指
導
者
と
み
な
し
、

そ
の
多
く
が
池
田
郷
出

身
で
あ
る
こ
と
か
ら
池
田
郷
を

一
揆
の

「中
心
」
と
し
て
い
る
。

か

れ
ら
が
打
ち
こ
わ
し
の
計
画
段
階
に
お
け
る
指
導
者
で
あ
る
こ
と
は

事
実
で
あ
る
が
、

実
際
に
打
ち
こ
わ
し
を
指
導
ｔ
た
人
物
は
か
れ
ら

ャ
数
舶
小
ゴ
張 ヵ、
勁
ち

舶
聴
堪
嘘
わ
晩
わ
棟
隷
雌
雌

「 打
巾
政
彬
れ
善 へ
陶

慶
応
期
小
豆
島

一
揆
の

一
特
質

郎
方
こ
ば
ち
の
義
相
企
」
て
、

あ
る
い
は
そ
れ

に

「
同
計
」
（「以
上

ご
書
」一一一士

貢
）
し
た
こ
と
を
処
罰
理
由
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

ま
た
池
田
郷
を

一
揆
の

「中
心
」
と
す
る
見
解
も
、

そ
れ
が
打
ち
こ

わ
し
の
中
心
舞
台
、　

一
突
勢
の
中
心
勢
力
の
出
自
村
を
意
味
す
る
の

で
あ
れ
ば
誤
り
で
あ
る
。

前
掲
の
一
揆
展
開
図
に
明
ら

か
な

よ
う

に
、

小
海
郷
に
発
し
た

一
族
は
土
庄
村
に
お
い
て
土
庄
勢
と

一
時
合

流
し
、

淵
崎

・
土
庄
両
村
に
お
い
て
も
つ
と
も
激
裂
に
展
開
し
、

池

田
郷

へ
は
ほ
と
ん
ど
足
を
踏
み
い
れ
な
い
ま
ま
に
ふ
た
た
び
小
海
郷

へ
も
ど

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

打
ち
こ
わ
し
の
進
行
経
路
か
ら
、

打

ち
こ
わ
し
は
小
海
郷
、
と
く
に
小
海

・
見
目

・
長
浜
各
村
、

そ
し
て

土
庄
村
の

「在
方
小
前
末
々
の
者
井
市
中
一異
屋
住
の
者
」
（「乱
妨
と
二

〓東
貢
）
に
よ
る
と
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

打
ち
こ
わ
し
参
加
者

と
Ｂ
グ
ル
ー
プ
が
同

一
で
な
い
こ
と
は
前
述
の
と
お
ヶ
で
あ
る
が
、

持
高
に
つ
い
て
は
両
者
は
共
通
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

そ
こ
で
打
ち
こ
わ
し
の
主
体
は
、

小
海
郷
三
ケ
村
お
よ
び
土
庄

村
の
貧
農
＝
半
プ

ロ
層
を
主
流
と
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

小
海
郷

三
ケ
村
に
漁
人

・
石
山
稼
ぎ
な
ど
の
貧
農
＝
半
プ

ロ
層
が
多
く
存
在

し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
の
べ
た
。

ま
た
前
掲
麦
４
の
Ｃ

グ
ル
ー
プ
は
実
際
に
打
ち
こ
わ
し
に
参
加
し
た
逮
捕
者
で
あ
る
が
、

そ
の
な
か
に

〃律
分
”
が
二
人
い
る
。

か
れ
ら
が
打
ち
こ
わ
し
の
先

頭
に
た
つ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、「

は
や
り
男
の
若
者
ど
も
、

す
わ
や

今
に
も
押
出
さ
ん
」
（「改
政
上
二

三
頁
）、
「
血
気
盛
ん
の
若
も
の
共
、



史
　
　
苑

（第
三
十
六
巻
第

一
号
）

中

々
以
て
聞
入
ず
」
（「乱
妨
上
一西

一
頁
）
な
ど
と
い
う
記
述
か
ら
も
読

み
と
る
こ
と
が
で
き

る
。

さ
ら
に

「
足
軽
」
（
＝
農
兵
）
の
逮
捕
は
、

打
ち
こ
わ
し
の
意
義
を
考
え
る
う
え
で
興
味
ぶ
か
い
事
実

で
あ
範
９

注

（
１
》

前
掲
、

川
井
論
文
。

（
２
）

土
庄
郷
大
庄
屋
三
宅

一
雄
は
、

こ
の
時
二
六
歳
で
あ
り
、

離
島

し
て
尊
援
派
と
し
て
行
動
し
て
い
た
。

ち
な
み
に
い
え
ば
、

肥
土

山
郷
大
庄
屋
の
長
子
で
あ
る
大
田
彦
郎

（当
時
二
二
歳
）
も
ま
た

尊
撰
派
草
非
で
あ

つ
た
（一前
掲

『
郡
誌
』
三
七
七
、

三
八
五
頁
）。

（
３
）

こ
の
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、

大
庄
屋
制
度

の
も
つ

「幕
藩
制
支
配
に
と
っ
て
の
意
味
」

（深
谷
克
己

「幕
落

制
国
家
論
の
課
題
」
『
歴
史
学
研
究
』
四
二

一
号
）

の
解
明
が

必

要
だ
が
、

小
豆
島
な
ガ
軍
事
力
の
弱
体
な
地
域
で
は
、

「
よ
り
直

接
的
に
領
主
的
性
格
を
帯
び
て
そ
の
機
能
を
代
番
す
る
」

（同

「

幕
末
維
新
期
に
お
け
る
共
同
体
と
人
民
間
争
」
『
史
観
』
八

一
冊
》

大
庄
屋
制
度

へ
の
最
終
的
否
定
、
と
お
さ
え
ら
れ
る
と
思
う
。

文

久
元
年
の
大
庄
屋
給
米
の
手
当
米

へ
の
切
替
（前
掲

『年
代
記
し

な
ど

一
連
の
大
庄
屋
制
度
の
権
力
的
手
直
し
の
問
題
と
の
関
連
で

今
後
検
討
し
た
い
。

（
４
）

一
体
祝
さ
れ
る
客
観
的
根
拠
が
、

主
要
に
は
、

た
と
え
ば
森
善

四
郎
の
よ
う
に
、

村
役
人
機
能

・
豪
農
的
諸
機
能
を
兼
備
し
て
い

る
こ
と
、

あ
る
い
は
個
々
の
豪
農

・
村
役
人
間
の
金
融
的
結
合
関

係
・姻
威
関
係
な
ど
に
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。そ

れ
は
、

た
と
え
ば
大
庄
屋
特
権
の

一
つ
で
あ
る
酒
造
業
が
豪
農
の
共
同
出

資
に
よ
っ
て
い
る
こ
と

（長
光
徳
和

「
美
作
津
山
藩

一
揆
補
註
」

（前
掲

『集
成
』、
表
５
の
営
業
欄
参
照
）、
土
庄
郷
大
庄
屋
は
淵

崎
郷
大
庄
屋
の
三
男
で
あ
る
こ
と

（前
掲

『郡
誌
』
三
八
三
頁
）

な
ど
、

の
よ
う
に
。

（
５
）

前
掲

『
郡
誌
』
三
九
四
！
六
頁
。

（
６
）

た
だ
し
、

恒
常
的
に
救
民
対
策
を
と
っ
て
い
た

一
部
の
豪
農
、

村
役
人
の
施
米
金
に
は
応
じ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、

池
田
郷
人
部

村
の
平
野
屋

・
山
形
屋
な
ど

（前
掲

『史
話
』
三
五

一
―
六
頁
、

高
尾
氏
作
成

「
一
淡
経
路
図
」
説
明
文
》
。

（
７
》

「作
州
非
人
騒
動
記
六
前
掲

『集
成
し

に
は

「
発
頭
人
乱
妨
強

盗
致
候
者
拾
八
人
御
召
描
　
」
と
あ
る
が
、
】」
れ
は
美
作
本
領
で
の

一
揆
に
お
け
る
略
奪
行
為
か
ら
の
類
推
に
よ
る
該
見
で
あ
ろ
う
。

（
８
》

佐
々
木
潤
之
介

「幕
藩
制
と
封
建
的
各
機
に
つ
い
て
」
翁
村
方

騒
動
と
世
直
し
』
下
、

同

「
世
直
し
の
状
況
六

『講
座
日
本
史
５

明
治
維
新
』
）
。

（
９
）

た
と
え
ば
前
掲

『史
話
』
三
四

一
頁
。

（
１０
）

足
軽
は
第
二
次
長
州
戦
争
に
動
員
さ
れ
た
が
、

そ
の
取
立
年
次

に
つ
い
て
も
郡
誌
』
に
は
文
久
三
年
と
あ
り
も
内
海
町
史
年
表
』

八
二
頁
に
は
文
久
二
年
と
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、

そ
れ
は
収
奪

強
化
政
策
実
施
の
た
め
の
武
力
装
置
と
し
て
設
定
さ
れ
機
能
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

だ
と
す
れ
ば
、

打
ち
こ
わ
し
の
意
義
は
郷

村
支
配
機
構
に
解
体
的
打
撃
を
与
え
た
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
と

い
え
る
。

五
　
む
す
び
に
か
え
て

以
上
の
内
容
の
簡
単
な
要
約
と
若
子
の
展
望
を
示
し
て
む
す
び
に

一- 98 -―一- 99 -一

か
え
た
い
．

文
久
期
の
問
争
は
、

高
持
農
民
の
み
の
村
寄
合
を
基
礎
と
し
村
役

人

・
惣
代
を
担
い
手
と
す
る
、

各
郷
村
単
位
の
小
規
模
か
つ
孤
立
分

散
的
な
越
訴
的
訴
願
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
。

年
貢
収
奪
強
化
反
対
が

唯

一
の
要
求
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
た
い
し
て
慶
応
期
の
闘
争
は
、

全

領
域
的
規
模
で
の
∧
強
訴
∨
と
し
て
展
開
し
た
。

越
訴
を
∧
強
訴
∨

へ
と
発
展
さ
せ
た
の
は
、

政
治
的
主
体
と
し
て

一
定
の
成
熟
を
と
げ

つ
つ
あ

っ
た
貧
農
＝
半
。フ

ロ
層
で
あ

っ
た
。
し
か
し
∧
強
訴
∨
は
対

領
主
関
争
と
し
て
の
範
囲
内
に
お
い
て
成
立
し
て
い
た
た
め
に
、

そ

れ
の
み
に
よ
っ
て
は
自
己
の
課
題
を
達
成
し
え
な
い
貧
農
＝
半
プ

ロ

層
に
よ
る
打
ち
こ
わ
し
計
画
を
機
に
、分

裂
・解
体
し
て
し
ま
ぅ
こ
と

に
な
る
。

そ
の
あ
と
を
う
け
て
抜
発
す
る
打
ち
こ
わ
し
は
、

∧
強
訴
∨

内
部
の
矛
盾
の
集
中
的
表
現
で
も
あ

っ
た
。

そ
れ
は
、

運
上
収
奪
を
基

調
と
す
る
収
奪
強
化
政
策
が
、

豪
農
＝
村
役
人
層
を
頂
点
と
す
る
郷

村
支
配
機
構
を
通
じ
て
強
行
さ
れ
た
こ
と
に
規
定
さ
れ
て
、

運
上
収

奪
に
よ

っ
て
も

っ
と
も
大
き
な
影
響
を
う
け
る
貧
農
＝
半
。フ

ロ
層
を

主
要
な
担
い
子
と
し
、

豪
農
＝
村
役
人
層
を
そ
の
対
象
と
し
て
展
開

さ
れ
た
。

こ
の
郷
村
支
配
機
構

へ
の
解
体
的
打
撃
を
与
え
た
点
に
打

ち
こ
わ
し
の
歴
史
的
意
義
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

一
族
勢
は
、

「
セ
助

中
心
に
禁
欲
的
な
規
律
を
も

っ
た
指
導
部
と
中
核
部
隊
が
存
在
し
」

た
こ
と
を
想
像
で
き
る
ほ
ど
、

統
制
の
と
れ
た
規
律
あ
る
行
動
を
と

り
、

徹
底
的
な
破
壊
に
終
始
し
た
。

支
配

（収
奪
）
機
構
と
し
て
機

慶
応
期
小
豆
島

一
湊
の
一
特
質

靴
中
海
徳
癬
‐‐ ‐‐
聞
離
以
雛
院
て 「呼
証
輌
鞠
的
支

（期
”
が
ｒ
壕
吐
継
貯

に
、

そ
れ
の
世
直
し

一
湊
と
し
て
の
特
質
が
も

っ
と
も
特
徴
的
に
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。

わ
ず
か
二
日
間
の
打
ち
こ
わ
し
で
は
あ

っ
た
が
、

そ
の
歴
史
的
意
義

・
規
模
に
お
い
て
、
こ
れ
を
小
豆
島

一
揆
の
主
要

な
局
面
と
み
る
立
場
か
ら
、

小
豆
島

一
校
は
世
直
し

一
揆
で
あ
る
と

規
定
で
き
る
だ
ろ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

改
政

一
揆
の
一
環
と
し
て
の
小
豆
島

一
揆
は
、

救
米
九
〇
〇
俵

・

貸
付
金

一
五
〇
〇
両
の
獲
得

令
乱
妨
」
『郡
語
』
〓
五
頁
）、
代
官
交
迭

令
乱
妨
上
一西
四
頁
）、
藩
財
政
の

”破
綻
”
と

〃倒
幕
派
・
の
藩
政
掌

握
な
ど
を
そ
の
直
接
的
結
果
と
し
て
も
た
ら
し
た
。
し
か
し
、

次
郎

吉
ら
永
牢
処
分
に
付
さ
れ
た
六
人
が
釈
放
さ
れ
た
明
治
四
年
二
月

一

七
日
の
四
ケ
月
あ
ま
り
の
ち
の
六
月
二
五
日
に
は
、

打
ち
こ
わ
し
の

帥譲韓兜うっ貌印翻敵却十鵡掛囃虚卿Ｗ貯鉦幡雖知家際生車

の
郷
村
支
配
機
構
が
創
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
島
民

も
新
た
な
局
面
に
突
入
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

明
治
六
年
初
頭

諄
激
兵

会
兵
布
に
た
い
し
、

島
民
は
竹
槍
を
も

っ
て
蜂
起
し
か
け
る
が
、

そ

れ
は
新
た
な
る
闘
争
の
序
章
で
あ

っ
た
。

《
未
完
》

注
（
１
）

安
九
良
夫

「民
衆
運
動
の
思
想
」
３
日
本
思
想
体
系
』
５８
）
ｏ

（
２
）

長
光
徳
和

「美
作
津
山
藩
改
政

一
委
解
題
」
（前
掲
『集
成
し
。

（
３
）

（
２
）
に
同
じ
。宇

治
清
子
「津
山
藩
改
政

一
湊
六
『史
論
』七
集
）
。
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石 地 中 川

徳 庄 勇 寿 雅 正

忠 一 夫 子 史 子

一匁

（第
二
十
六
岩
一第

一
号
）

『津
山
市
史
』
第
五
巻
、

五
三
頁
。

前
掲

『
郡
誌
』

一
四
四
頁
。

「内
海
町
史
年
表
』
九
〇
頁
ｃ

執

筆

者

紹

介

　

（執
筆
順
）

立
教
大
学
職
員

早
稲
田
大
学
大
学
院
生

立
教
大
学
大
学
院
生

立
教
大
学
大
学
院
生

立
教
大
学
大
学
院
生

立
教
大
学
教
授


